
イタリア投資と
サポート・サービスについて



イタリア大使館貿易促進部とは
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イタリア大使館貿易促進部

イタリア企業の輸出振興、日本企業によるイタリアへの投資
促進が主な目的。イタリア本国側の協力機関はItalian 

Trade Agency と Invitalia。

イタリア大使館貿易促進部 投資デスク

日本企業によるイタリアへの投資（法人設立、JV、M&Aな
ど）の支援を主な目的に2016年9月開設。

当デスクの海外企業様向けサービスはすべて無料です。
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投資デスクのサービス

● 投資に関する税制、規制、インセンティブなどの最新資
料の提供（日本語、英語）

● 現地訪問の際の所轄官庁や州政府窓口とのアポ取り
の支援

● 査証取得、出張手続きのご案内

● イタリアのスタートアップの紹介
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投資デスクのサービス

イタリアへの入国について（１）

● いつ入国予定か（規制が頻繁に変更となる。必ず最新情報を確認すること。）

● どの国を経由してイタリアに入国するか（陸路か空路か。5月15日の新たな保
健省命令（水際措置）により日本はリストD国に変更。）

● 滞在期間が120時間以内か以上か

● EUデジタルCovid証明書（イタリアを含むEU各国で7月1日稼働。日本でも地
方自治体が7月末からワクチン証明書を発行予定。手続き簡素化か。）

● 帰国後の自己隔離、等（日本政府の所轄事項）

参考リンク：https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19.html

条件の決定要因

投資デスクのサービス
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投資デスクのサービス

イタリアへの入国について（２）

● イタリア入国前48時間以内のPCR検査での陰性証明
（ 2021年6月18日保健省命令：第1条ｃ、第3条1、）

● 滞在期間が120時間以内か以上か、入国目的は
（2021年3月2日首相令：第51条7-f 仕事上の理由で120時間以内の場合、入国後
の自己隔離、保健所への報告は免除）2021年6月18日保健省命令でも継続

● 自己隔離期間：10日（ホテル等、最初の滞在場所に到着後速やかに指定
の保健所に到着したことを報告。）

● 居所情報に関するデジタルフォーマット（https://app.euplf.eu/#/ から事
前入力しておく）

● ゾーン別措置（滞在地域ごとの移動制限。滞在する州、都市内での移動、
行動について事前確認のこと。）

投資デスクのサービス

https://app.euplf.eu/#/
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投資デスクのサービス

サポート組織のご紹介

● コンサルティング会社（法人設立、労働許可証、
ビザ取得支援、現地市場開拓、業務代行）

● 弁護士事務所

● 会計会社

● イタリア語通訳・翻訳会社
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投資デスクのサービス（ホームページ）

ホームページと関連資料

URL: www.ice-tokyo.or.jp/fdi ID、パスワード等なしにアクセスしてダウンロードできます。

http://www.ice-tokyo.or.jp/fdi


イタリア大使館・投資デスク website
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上記「BIAT2021」については

ビジネス・クラス航空券、現地
ホテル代をイタリア側が負担
する枠（２～３名）があります。
（渡航制限解除が前提。）

投資デスクのサービス（ホームページ）

また、上記BIAT2021に加え、下記のイベントが開催予定です：

IFIB2021： 9月30日から10月1日まで。ライフ・サイエンス分野のスタートアッ
プ・イベント。リアルとオンラインのハイブリッド方式。

Mediterranean Aerospace Matching 2021: 9月21日から24日まで。航空宇宙
分野のスタートアップ・イベント。リアルとオンラインのハイブリッド方式。



イタリア大使館・投資デスク website
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イタリアのスタートアップ（セクター別リスト）

投資デスク・ウェブサイトからダウンロード可能



イタリア大使館・投資デスク website
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イタリアのスタートアップ（セクター別リスト）
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投資デスクのサービスなぜイタリアなのか

A. T. カーニー社のFDI（海外直接
投資）指標の最新ランキングで、
世界第８位。（１ランクアップ。）
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投資デスクのサービスなぜイタリアなのか



ありがとうございました

事務所は東京ですが、電
話、メール、等、でのご連絡
もうけつけております。担当
者による東京以外の地域
でのご相談受付もいたしま
す。

イタリア大使館 貿易促進部 投資デスク

〒107-0062東京都港区南青山1-1-1

新青山ビル西館16階

電話：０３－３４７５－１４０１

メール：fdi.tokyo@ice.it
担当：関


